
議案第３５号 

   関市公共施設予約システムの導入に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 

 関市公共施設予約システムの導入に伴う関係条例の整理に関する条例を次のと

おり制定するものとする。 

  令和３年６月７日提出 

                     関市長 尾 関 健 治     

   提案理由 

 関市公共施設予約システムの導入に伴い、使用料の納入及び利用料金の支払等

に関する規定を整理するため、この条例を定めようとする。 



関市公共施設予約システムの導入に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （関市都市公園条例の一部改正） 

第１条 関市都市公園条例（昭和４８年関市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

  第７条第１項中「あらかじめ」を削り、同項ただし書を削り、同条第４項を

同条第５項とし、同条第３項中「の使用料」の次に「（第２項に規定する使用

料に限る。）」を加え、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第

１項」に改め、同項を同条第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項の場合において、別表第１その３の表及び別表第２に掲げる使用料は、

あらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認

めたときは、この限りでない。 

  第１０条第４項中「第７条第３項及び第４項」を「第７条第４項及び第５項」

に改める。 

 （関市文化会館条例の一部改正） 

第２条 関市文化会館条例（昭和５３年関市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

  第１１条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第２項を削り、第３項を第

２項とする。 

 （関市勤労会館条例の一部改正） 

第３条 関市勤労会館条例（平成５年関市条例第３３号）の一部を次のように改

正する。 

  第８条第２項及び第３項を削り、同条第４項中「第１項」を「前項」に改め、

同項を同条第２項とする。 

  第１５条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第５項を削り、第６項を第

５項とする。 

 （関市総合福祉会館条例の一部改正） 

第４条 関市総合福祉会館条例（平成１０年関市条例第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１３条第１項中「あらかじめ」を削り、同項に後段として次のように加え



る。 

   この場合において、別表第３に定める使用料は、あらかじめ納入しなけれ

ばならない。 

  第１３条第２項中「使用料」の次に「（別表第３に定める使用料に限る。）」

を加える。 

 （関市公民館条例の一部改正） 

第５条 関市公民館条例（平成１０年関市条例第３８号）の一部を次のように改

正する。 

  第１４条第１項中「あらかじめ」を削り、同条第２項を削り、同条第３項中

「第１項」を「前項」に改め、同項を同条第２項とする。 

 （関市まなびセンター条例の一部改正） 

第６条 関市まなびセンター条例（平成１０年関市条例第３９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第８条第１項中「あらかじめ」を削り、同項に後段として次のように加える。 

   この場合において、別表第２に定める観覧料は、あらかじめ納入しなけれ

ばならない。 

  第８条第２項中「使用料及び」を削る。 

 （関市総合体育館条例の一部改正） 

第７条 関市総合体育館条例（平成１０年関市条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１０条第１項中「あらかじめ」を削り、同項に後段として次のように加え

る。 

   この場合において、別表第２に定める使用料は、あらかじめ納入しなけれ

ばならない。 

  第１０条第２項中「使用料」の次に「（別表第２に定める使用料に限る。）」

を加える。 

 （アピセ・関条例の一部改正） 

第８条 アピセ・関条例（平成１５年関市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。 

  第１２条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第２項を削り、第３項を第



２項とする。 

第１９条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第５項を削り、第６項を第

５項とする。 

 （関市地区体育館条例の一部改正） 

第９条 関市地区体育館条例（平成１５年関市条例第１９号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１０条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第２項を削り、第３項を第

２項とする。 

第１８条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第５項を削り、第６項を第

５項とする。 

 （関市屋外スポーツ施設条例の一部改正） 

第１０条 関市屋外スポーツ施設条例（平成１７年関市条例第７５号）の一部を

次のように改正する。 

  第１１条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第２項を削り、第３項を第

２項とし、第４項を第３項とする。 

第１７条第１項中「あらかじめ」を削り、同条中第５項を削り、第６項を第

５項とする。 

 （関市福祉センター条例の一部改正） 

第１１条 関市福祉センター条例（令和元年関市条例第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第１２条第１項ただし書中「あらかじめ」を削り、同条第３項を同条第４項

とし、同条第２項中「使用料」の次に「（第１項第２号に掲げる使用料に限

る。）」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の場合において、同項第２号に掲げる使用料は、あらかじめ納入しな

ければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和４年４月１日以後の

使用に係る使用料及び利用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る使

用料及び利用に係る料金については、なお従前の例による。 


